
⽣命（いのち）の安全教育推進事業

〇「性犯罪・性暴⼒対策の強化の⽅針」（令和２年６⽉）に基づき、内閣府・⽂部科学省が連携し、令和３年４⽉に、発達段階に応じ
た、「⽣命（いのち）を⼤切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」「傍観者にならない」ための「⽣命（いのち）の
安全教育」教材及び指導の⼿引き等を作成。

〇第５次男⼥共同参画基本計画を踏まえた「⼥性活躍・男⼥共同参画の重点⽅針２０２２」において、令和５年度に全国の学校におい
て、地域の実情等に応じた教育を実施することとしている。また、令和４年６⽉に成⽴した「AV出演被害防⽌・救済法」においても、
必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとされているところ。

背景等

＜＜学校等における⽣命（いのち）の安全教育の推進＞＞
ⅰ）多種多様な指導モデルの構築

内閣府と共同で作成した「⽣命（いのち）の安全教育」の教材と指導の⼿引き等
を活⽤した指導モデルを作成する。実践校では、昨今の社会情勢（デートDV、痴漢
対策等）、各学校の実情を踏まえた教材のカスタマイズ等による⼦供たちへの指導
の充実や教職員の理解を深めるための研修等を実施。

「⽣命（いのち）の安全教育」の教材抜粋

ⅱ）指導モデルの展開
「ⅰ」で構築した、全国の学校等の教育の現場において「⽣命(いのち)の安全教

育」に取り組む指導モデルを中⼼に指導展開事例等をとりまとめ、周知・展開を図る。

【委託事業 令和３年度事業開始】

令和３年度より、全国の⼩中⾼の各学校が地域の実情等に応じて、教育の現場に取り⼊れる際の参考となる、指導モデル
を作成、多様な指導事例の収集・周知・展開を開始。令和５年度においては、これらの取組の⼀層の強化を通じ、⽣命（い
のち）の安全教育の全国展開の加速化を図る。

令和５年度予算（案） 33百万円
（前年度予算額 33百万円)

ⅲ）全国フォーラムの開催
⽣命（いのち）の安全教育に関する先進的な取組事例の紹介、性犯罪・性暴⼒対策に関する政府の取組や現状について「⽣命（い
のち）の安全教育全国フォーラム」を開催し、⽣命（いのち）の安全教育の全国展開を強⼒に推進。

◆「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022（女性版骨太2022）」（R４.６.３すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定）
Ⅱ 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現
（２）性犯罪・性暴力対策
⑤生命（いのち）の安全教育の令和５年度全国展開に向けた取組
・・・・・令和３年度から実施したモデル事業の成果や課題を踏まえ、令和５年度に、全国の小中高及び特別支援学校の各学校において、地域の実情等に応じた教育を実施
する。全国展開に向けて、教育委員会における「生命（いのち）の安全教育」を推進する取組を支援する。


